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タバコを吸う人は３割にも満たない！
· 山形県における喫煙率は２８．６％（男性４８．０％、女性１１．７％）で、全体の３割にも満たない状況です。（平成１６年山形県県民健康・栄養調査、20歳以上の対象者の回答から集計）
· つまり、お客さんの多くは、「タバコを吸わない人」ということになります。
[image: image5.wmf]飲食店等での喫煙室以外の禁煙化を約６割の人が望んでいます
· 飲食店等の民間施設の禁煙室以外の禁煙化を望んでいる人は５９．５％（平成１６年県民健康・栄養調査）であり、下記の分煙実施率の数値とは大きな開きがあります。
[image: image6.wmf]飲食店における効果的な分煙対策実施率は１２．９％

· 山形県内の飲食店で「敷地内全面禁煙」、「建物内全面禁煙」、「煙・においの漏れがない喫煙室、喫煙コーナーを設置」といった効果的な分煙対策を実施している店舗は、１２．９％でした（平成17年山形県保健薬務課調べ）
· 山形県管理施設での建物内全面禁煙実施率が８８．３％（平成17年10月1日現在、残る施設も効果的な分煙を実施済）であり、県管理施設と比較すると、飲食店の対策がまだまだ進んでいない状況です。

[image: image7.wmf][image: image8.bmp][image: image9.wmf]効果的な受動喫煙防止対策は「建物内完全禁煙」と「空間分煙」

□　灰皿の設置場所を屋外のテラスや軒下部分に限ることで、建物内禁煙を実施している例もあります。

□　建物内の完全禁煙が難しいときは、喫煙室や喫煙コーナーを設け、それ以外の場所を禁煙とする


を効果的に行うことが重要です。





タバコを吸う人は３割にも満たない！
· 山形県における喫煙率は２８．６％（男性４８．０％、女性１１．７％）で、全体の３割にも満たない状況です。（平成１６年山形県県民健康・栄養調査、20歳以上の対象者の回答から集計）
· つまり、お客さんの多くは、「タバコを吸わない人」ということになります。
受動喫煙で肺がんや心疾患が発生する危険性は高まります

· 他人のたばこで汚れた空気を吸わされる「受動喫煙」は、涙が出たり、頭痛などの急性の健康被害だけでなく、肺がんで死亡する危険性が１．１９倍（US-EPA報告 1998）になったり、心筋梗塞といった虚血性心疾患で死亡する危険性が１．２５倍（Heらによる調査 1999）になるといった報告もあります。

· 非喫煙妊婦でも低出生体重児の出産の発生率が上昇するといったことが報告されています。








資料：平山らによる調査(1966-82)




「空間分煙」のポイント














「健康増進法」では


「飲食店等の多数の人々が利用する施設の管理者は受動喫煙の防止に努めなければならない」と規定されています。





山形県健康福祉部 保健薬務課 健康やまがた推進室


〒990-8570　山形市松波２－８－１　TEL 023-630-2313・2919　　FAX　023-632-8176











煙やにおいをできるだけ屋外に排出し、非喫煙場所に漏らさない


換気扇等を利用して、喫煙室内の煙やにおいを屋外へ排出する


空気清浄機では能力に限界があります（一酸化炭素CO等有害ガスの除去はできません）


喫煙場所の空気環境も良好に維持する




















■ 夫の喫煙本数と妻の肺がん死亡率








